
 

 

５ 平成２２年３月９日付け監査委員告示第１号公表分 

（１）農林水産部 

ア 農林水産政策課（財政援助団体：津地域水田農業推進協議会） 

（ア）会計帳簿等の整備について 

監査の結果 津市生産調整交付金について、津地域水田農業推進協議会

は、交付金会計に係る総勘定元帳などの会計帳簿及び会計伝票

を整備しておらず、交付金使途報告書の内容の正確性を確認し

難いものであった。  

特に平成１９年度の交付金会計については、当該事業年度終

了後に助成した産地づくり交付金及び返還を受けた産地づく

り交付金が、それぞれ平成１９年度の交付金使途報告書におけ

る支出額及び収入額に含まれると説明があったものの、同協議

会の平成１９年度決算に係る貸借対照表の流動負債（未払金）

及び流動資産（未収金）に計上していないといった矛盾があり、

当該交付金使途報告書の内容の正確性を確認することは困難

であった。  

同協議会の会計処理規程では、会計ごとに会計帳簿等を備

え、金銭出納を明確にしなければならないと定めていることか

ら、会計帳簿等を整備の上、適正に記帳し、交付金に係る予算

執行の透明性を確保するよう、所要の是正措置を講じられた

い。  

措置の要旨 津地域水田農業推進協議会から、同協議会の会計処理規程に

基づき、会計帳簿等を整備の上、適正かつ正確な経理処理を行

ったことについて、報告を受け、これを確認した。  

（イ）生産調整事業に係る業務委託について 

監査の結果 津地域水田農業推進協議会は、１４の地区水田農業構造改革

推進協議会に生産調整事業に係る業務を委託しており、委託料

の総額は約２３０万円で、平成２０年度はその全額に交付金を

充てている。  

当該委託料は「均等割額」及び「生産調整配分面積割額」の

ほか、一部の地区を除き生産調整の実施状況の確認に係る「人

数割額」を加算し算定しているが、実績報告書を見ると当該確

認業務の実施件数及び結果の報告がなく、その履行状況は明ら



 

 

かでない。  

また、関係職員の説明によると、当該委託業務には、産地づ

くり交付金に関する資料を各農業者に配付する業務が含まれ

るとしているが、実績報告書に配付件数の報告はなく、配付業

務を委託するのであれば「均等割額」や「生産調整配分面積割

額」による委託料の算定は合理性を欠くおそれが懸念される。 

以上のことなどを踏まえ、当該業務委託の在り方について抜

本的に見直すなど、所要の是正措置を講じられたい。  

措置の要旨 生産調整事業に係る地区水田農業構造改革推進協議会への

業務委託について、平成２２年度からの制度改正（戸別所得補

償モデル対策）に伴い、これを行わないこととし、転作作物の

確認に伴う現地案内人については、謝金を支払うよう見直しを

行った。  

（２）久居総合支所 

ア 地域振興課（産業環境課（当時）） 

監査の結果 久居地区農政推進事業交付金について、地区農政推進事業交

付金は、合併前の市町村の区域を１つの地区（旧津市の区域は

３つの地区）として、当該地区の農業振興と農業経営安定の方

策に係る協議などを行う地区農政推進協議会の事業経費に充

てるために、農林水産部農林水産政策課が交付し、その会計処

理等は各総合支所の産業環境課が担当している。 

そこで、久居地区農政推進協議会の決算における剰余金の状

況を見ると、平成１９年度の決算では約６１万５，０００円、

平成２０年度の決算では約６９万７，０００円の剰余金が生じ

ていたが、いずれも市に返還することなく翌年度に繰り越して

いた。 

このような剰余金の繰越しは、公金の滞留に等しく、市の厳

しい財政事情をはじめ、公金の取扱いの透明性が強く求められ

ることにかんがみ、早急に見直すべきであり、農林水産政策課

と協議の上、平成２１年度の決算において生じた剰余金は市に

返還するよう、所要の是正措置を講じられたい。  

措置の要旨 久居地区農政推進協議会に交付した地区農政推進事業交付

金について、同協議会に対し、平成２１年度決算で生じた剰余



 

 

金の返還を求め、平成２２年５月１８日に、３４万７，９８８

円の返還があった。  

（３）河芸総合支所 

ア 地域振興課（産業環境課（当時）） 

監査の結果 河芸地区農政推進事業交付金について、河芸地区農政推進協

議会の決算における剰余金の状況を見ると、平成１９年度の決

算では約１６万５，０００円、平成２０年度の決算では約５万

円の剰余金が生じていたが、いずれも市に返還することなく翌

年度に繰り越していた。  

このような剰余金の繰越しは、公金の滞留に等しく、市の厳

しい財政事情をはじめ、公金の取扱いの透明性が強く求められ

ることにかんがみ、早急に見直すべきであり、農林水産政策課

と協議の上、平成２１年度の決算において生じた剰余金は市に

返還するよう、所要の是正措置を講じられたい。 

措置の要旨 河芸地区農政推進協議会に交付した地区農政推進事業交付

金について、同協議会に対し、平成２１年度決算で生じた剰余

金の返還を求め、平成２２年５月１８日に、４万９，８９９円

の返還があった。  

（４）芸濃総合支所 

ア 地域振興課（産業環境課（当時）） 

監査の結果 芸濃地区農政推進事業交付金について、芸濃地区農政推進協

議会の決算における剰余金の状況を見ると、平成１９年度の決

算では約９万円、平成２０年度の決算では約２６万９，０００

円の剰余金が生じており、特に平成２０年度においては、交付

金の交付を受けたものの事業を実施しておらず、剰余金は大き

く増加したが、いずれも市に返還することなく翌年度に繰り越

していた。  

このような剰余金の繰越しは、公金の滞留に等しく、市の厳

しい財政事情をはじめ、公金の取扱いの透明性が強く求められ

ることにかんがみ、早急に見直すべきであり、農林水産政策課

と協議の上、平成２１年度の決算において生じた剰余金は市に

返還するよう、所要の是正措置を講じられたい。 

また、交付金の会計処理について、現金出納簿を整備してい



 

 

なかったことから、早急に整備されたい。 

措置の要旨 芸濃地区農政推進協議会に交付した地区農政推進事業交付

金について、同協議会に対し、平成２１年度決算で生じた剰余

金の返還を求め、平成２２年５月１８日に、２６万８，９４０

円の返還があった。  

また、同協議会から、現金出納簿を整備の上、適正かつ正確

な経理処理を行ったことについて、報告を受け、これを確認し

た。  

（５）美里総合支所 

ア 地域振興課（産業環境課（当時）） 

（ア）美里地区農政推進協議会交付金の使途について 

監査の結果 美里地区農政推進協議会交付金について、美里地区農政推進

協議会の平成２０年度の決算の内容を見たところ、他団体の美

里地区水田農業推進協議会の資金不足を補うために、交付金２

５万円を同協議会に一時的に貸し付けていた。  

また、美里地区農政推進協議会の事業とは直接関係のない県

営広域農道整備事業の計画変更に係る受益者同意印の徴取費

として総額で約１４万７，０００円を支払っていた。  

これらの支出は、交付金の趣旨を逸脱した妥当を欠くもので

あり、農林水産政策課と協議の上、交付金の使途の妥当性と美

里地区における農政上の効果を十分に検証し、所要の是正措置

を講じられたい。  

措置の要旨 地区農政推進協議会交付金制度について、より適正な予算の

執行を図るための見直しに伴い、平成２２年度は、美里地区に

おける農政の推進を図るために必要と認める事業を対象に、そ

の経費の２分の１を助成する地区農政推進事業補助金に改め

た。     

（イ）美里地区農政推進協議会交付金に係る剰余金の取扱いについて 

監査の結果 美里地区農政推進協議会交付金について、美里地区農政推進

協議会の決算における剰余金の状況を見ると、平成１９年度の

決算では約３２万６，０００円、平成２０年度の決算では約３

万３，０００円の剰余金が生じていたが、いずれも市に返還す

ることなく翌年度に繰り越していた。  



 

 

このような剰余金の繰越しは、公金の滞留に等しく、市の厳

しい財政事情をはじめ、公金の取扱いの透明性が強く求められ

ることにかんがみ、早急に見直すべきであり、農林水産政策課

と協議の上、平成２１年度の決算において生じた剰余金は市に

返還するよう、所要の是正措置を講じられたい。 

措置の要旨 美里地区農政推進協議会に交付した地区農政推進事業交付

金について、同協議会に対し、平成２１年度決算で生じた剰余

金の返還を求め、平成２２年５月２０日に、３万２，７２８円

の返還があった。  

（６）安濃総合支所 

ア 地域振興課（産業環境課（当時）） 

監査の結果 安濃地区農政推進事業交付金について、安濃地区農政推進協

議会の決算における剰余金の状況を見ると、平成１９年度の決

算では約２０万８，０００円、平成２０年度の決算では約３３

万５，０００円の剰余金が生じていたが、いずれも市に返還す

ることなく翌年度に繰り越していた。 

このような剰余金の繰越しは、公金の滞留に等しく、市の厳

しい財政事情をはじめ、公金の取扱いの透明性が強く求められ

ることにかんがみ、早急に見直すべきであり、農林水産政策課

と協議の上、平成２１年度の決算において生じた剰余金は市に

返還するよう、所要の是正措置を講じられたい。  

措置の要旨 安濃地区農政推進協議会に交付した地区農政推進事業交付

金について、同協議会に対し、平成２１年度決算で生じた剰余

金の返還を求め、平成２２年５月１９日に、３２８円の返還が

あった。  

（７）香良洲総合支所 

ア 地域振興課（産業環境課（当時）） 

（ア）香良洲地区農政推進協議会交付金の使途について 

監査の結果 香良洲地区農政推進協議会交付金について、香良洲地区農政

推進協議会の平成２０年度の決算の内容を見たところ、同協議

会の事業とは直接関係のない県営広域農道整備事業の計画変

更に係る署名依頼通知に使用する郵便切手 （８０円切手３０

０枚）の購入費を支出していたが、このような支出は、交付金



 

 

の趣旨を逸脱した妥当を欠くものであり、農林水産政策課と協

議の上、交付金の使途の妥当性と香良洲地区における農政上の

効果を十分に検証し、所要の是正措置を講じられたい。  

措置の要旨 地区農政推進協議会交付金制度について、より適正な予算の

執行を図るための見直しに伴い、平成２２年度は、香良洲地区

における農政の推進を図るために必要と認める事業を対象に、

その経費の２分の１を助成する地区農政推進事業補助金に改

めた。     

（イ）香良洲地区農政推進協議会交付金に係る剰余金の取扱いについて 

監査の結果 香良洲地区農政推進事業交付金について、香良洲地区農政推

進協議会の決算における剰余金の状況を見ると、平成１９年度

の決算では約２万９，０００円、平成２０年度の決算では約４

万２，０００円の剰余金が生じていたが、いずれも市に返還す

ることなく翌年度に繰り越していた。 

このような剰余金の繰越しは、公金の滞留に等しく、市の厳

しい財政事情をはじめ、公金の取扱いの透明性が強く求められ

ることにかんがみ、早急に見直すべきであり、農林水産政策課

と協議の上、平成２１年度の決算において生じた剰余金は市に

返還するよう、所要の是正措置を講じられたい。 

措置の要旨 香良洲地区農政推進協議会に交付した地区農政推進事業交

付金について、同協議会に対し、平成２１年度決算で生じた剰

余金の返還を求め、平成２２年５月１８日に、１，３２６円の

返還があった。  

（８）一志総合支所 

ア 地域振興課（産業環境課（当時）） 

監査の結果 一志地区農政推進事業交付金について、一志地区農政推進協

議会の決算における剰余金の状況を見ると、平成１９年度の決

算では約３８万１，０００円、平成２０年度の決算では約２６

万９，０００円の剰余金が生じていたが、いずれも市に返還す

ることなく翌年度に繰り越していた。 

このような剰余金の繰越しは、公金の滞留に等しく、市の厳

しい財政事情をはじめ、公金の取扱いの透明性が強く求められ

ることにかんがみ、早急に見直すべきであり、農林水産政策課



 

 

と協議の上、平成２１年度の決算において生じた剰余金は市に

返還するよう、所要の是正措置を講じられたい。  

措置の要旨 一志地区農政推進協議会に交付した地区農政推進事業交付

金について、同協議会に対し、平成２１年度決算で生じた剰余

金の返還を求め、平成２２年５月１９日に、１５万５，０２２

円の返還があった。  

（９）白山総合支所 

ア 地域振興課（産業環境課（当時）） 

監査の結果 白山地区農政推進事業交付金について、白山地区農政推進協

議会の決算における剰余金の状況を見ると、平成１９年度及び

平成２０年度の決算でそれぞれ約４８万円の剰余金が生じて

いたが、いずれも市に返還することなく翌年度に繰り越してい

た。 

このような剰余金の繰越しは、公金の滞留に等しく、市の厳

しい財政事情をはじめ、公金の取扱いの透明性が強く求められ

ることにかんがみ、早急に見直すべきであり、農林水産政策課

と協議の上、平成２１年度の決算において生じた剰余金は市に

返還するよう、所要の是正措置を講じられたい。 

措置の要旨 白山地区農政推進協議会に交付した地区農政推進事業交付

金について、同協議会に対し、平成２１年度決算で生じた剰余

金の返還を求め、平成２２年５月２４日に、４５万３，０５４

円の返還があった。  

（10）美杉総合支所 

ア 地域振興課（産業環境課（当時）） 

監査の結果 美杉地区農政推進事業交付金について、美杉地区農政推進協

議会の決算における剰余金の状況を見ると、平成１９年度の決

算では約５７万３，０００円、平成２０年度の決算では約７２

万７，０００円の剰余金が生じていたが、いずれも市に返還す

ることなく翌年度に繰り越していた。 

このような剰余金の繰越しは、公金の滞留に等しく、市の厳

しい財政事情をはじめ、公金の取扱いの透明性が強く求められ

ることにかんがみ、早急に見直すべきであり、農林水産政策課

と協議の上、平成２１年度の決算において生じた剰余金は市に



 

 

返還するよう、所要の是正措置を講じられたい。 

措置の要旨 美杉地区農政推進協議会に交付した地区農政推進事業交付

金について、同協議会に対し、平成２１年度決算で生じた剰余

金の返還を求め、平成２２年５月２１日に、７０万２，１００

円の返還があった。  

（11）教育委員会事務局 

ア 生涯学習課 

監査の結果 平成２０年度の津市婦人会連絡協議会事業補助金について、

実績報告書を見たところ、補助金額（２３７万７,０００円）

の７２パーセント以上に当たる約１７３万円を同協議会の４

支部に交付する支部活動事業費（総額１８３万円）に充当して

いたが、４支部の活動事業費において最終的に当該補助金を充

当した経費の内容が明らかでなく、同課はその内容を確認して

いなかった。 

当該支部活動事業費は、その財源のほとんどが市の補助金で

あり、かつ、同協議会への補助金の交付の目的に従って４支部

に交付するものであると解されることから、４支部の活動事業

費が当該補助金の交付の目的に従って使用されたか否かを確

認の上、同協議会への補助の適否を審査すべきある。 

そこで、同協議会への補助の適否を審査するに当たっては、

４支部の活動事業費において最終的に当該補助金を充当した

経費をも具体的に把握するよう、所要の是正措置を講じられた

い。  

措置の要旨 各支部に対し、最終的に補助金が充当された経費の内容が判

る支払証書類の提出を求め、その内容を具体的に確認した。  

（12）市立学校 

ア 誠之小学校 

監査の結果 給食費の滞納について、平成２０年度以前の給食費の滞納

（平成２１年８月末日現在）は、２件で３万８，０００円であ

るが、給食費に係る債権は２年の短期消滅時効であると解され

ることから、早期に有効な対策を講じられたい。  

措置の要旨 平成２１年８月末日時点の滞納金額３８，０００円につい

て、担任等による再三の家庭訪問の結果、平成２２年３月２４



 

 

日に７，６００円、同年８月２４日に３０，４００円の支払い

があり、完納した。  

 


